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ご契約のお手続き（販売方法）

損害保険制度

損害保険制度は、多数の人々が「大数の法則」に基づいて
算出された保険料を支払う（お金を出し合う）ことで、事故
が発生した場合に保険金を受取る（出し合ったお金から補
償を受ける）ことができる相互扶助のしくみです。このしく
みを利用することで、暮らしや企業の活動において「小さな
負担で、いざという時の大きな安心（補償）」を得ることが
できます。

■保険料率
保険料は、事故発生時に支払う保険金に充てられる「純保険料」と
保険会社の運営に必要な経費などに充てられる「付加保険料」で構
成され、保険金額に保険料率を乗じて算出されます。保険料率は、
各保険会社が金融庁から認可を取得し、または金融庁へ届出を
行ったものを、適用しています。

インターネットや電話を通じて直接お申込みいただくダイレクト販売のほか、損害保険代理店委託契約を締結した代理
店や、ソニーフィナンシャルホールディングスグループ各社を通じた販売も行っています。

■ ダイレクト販売
テレビコマーシャルや新聞・雑誌の広告、インターネットなどを通じて、ソニー損保がダイレクトに自動車保険やガン重点医療
保険、海外旅行保険を販売しています。

損害保険契約の性格

損害保険契約は、保険会社が偶然な一定の事故によって
被った損害を補償することを約束し、保険契約者はその報
酬として保険料を支払うことを約束する、有償・双務契約
です。また、保険契約者と保険会社との合意のみで成立す
る諾成契約という性格を有していますが、通常、保険会社

は契約引受の正確を期すため、保険申込書あるいはそれ
に相当するものを使用します。さらに、契約締結の証とし
て、保険証券または保険引受証などを保険契約者に対し
て発行します。

再保険

☞ 再保険リスクと対処の概要や再保険リスク管理については35ページを
ご参照ください。

■ソニー損保における再保険の受再および出再の方針
再保険を受再する契約は、リスクの内容について十分に把握でき
るものに限定しています。また、再保険の出再先については、財務
力が十分であり長期安定的な取引が可能である保険会社を選定
しています。

事故はいつどのような規模で発生するかが不確かであるこ
とや、大火・台風などの広域大災害のときには高額な保険金
支払の可能性があることなどから、損害保険会社は経営を
不安定にする要因を常に抱えています。そこで損害保険会
社各社は、どの程度までの損害であれば経営に影響が無い
かを判断し、自社の負担能力を超える部分を他の保険会
社に引き受けてもらうことによってリスクを平均化・分散
化し、会社経営の安定を図っています。このように、自社が
保険契約で引受けたリスクの一部または全部を他の保険会
社に引受けてもらうことを「再保険」といいます。

【ダイレクト販売の主な流れ】

（＊1）海外旅行保険の契約申込はウェブサイトでのみ可能です。
　   　（電話でのお申込みは受付けていません）

カスタマーセンターにお電話
受付時間　9：00～22：00（日曜・休日は9：00～18：00）

自動車保険
0120-919919

ガン重点医療保険
0120-919-788

その場で保険料をお伝
えし、商品パンフレットと
見積書・申込書をお送り
します。

商品パンフレットと申込書
をお送りします。

申込書に記入押印のうえ、ソニー損保にご返送いただき、保
険料をお支払いください。

ウェブサイトにアクセス
http://www.sonysonpo.co.jp/

自動車保険
ウェブサイトで見積り・申
込み・保険料の支払い
（クレジットカード）がで
きます。（保険料は銀行・
郵便局・コンビニエンス
ストアでお支払いいただ
くこともできます）

ガン重点医療保険
資料請求画面からご請
求いただければ、商品パ
ンフレットと申込書をお
送りします。

申込書に記入押印のう
え、ソニー損保にご返送
いただき、保険料をお支
払いください。

海外旅行保険
パソコン・携帯電話の
ウェブサイトで見積り・申
込み・保険料の支払い
（クレジットカードのみ）
ができます。（＊1）

■ 主な商品の販売開始　 ■ 主な商品改定

主な商品の開発と改定

お客様にとって価値ある商品を開発するとともに、お客様のニーズにお応えできるよう、随時、商品改定を行っています。

1999年  9月　自動車保険
（総合自動車保険 Type S）

2002年  6月　ガン重点医療保険
（傷害および疾病による入院・手術保障特約付がん保険）

2004年10月　火災保険
（住宅火災保険 Type S ・地震保険）

2009年  5月　海外旅行保険
（海外旅行保険 Type S）

2000年  7月 ◆「おりても特約」販売開始
 ◆ クレジットカードを活用した分割払いサービス開始
2001年  2月 ◆ 車の型式をリスク細分項目に追加
 ◆ 契約距離区分を4区分から5区分に拡大
 ◆「継続割引」導入
 ◆「あしすと特約」販売開始
2002年10月 ◆「新車割引」「ゴールド免許割引」導入
 ◆ 搭乗者傷害保険金を部位・症状別払方式に変更
2003年  6月 ◆ インターネット申込引受対象範囲の拡大
2003年10月 ◆ インターネット割引を最大3,000円に増額
 ◆「お早め登録割引」「紹介割引」導入
2004年11月 ◆「くりこし割引」導入
2005年  5月 ◇「SUREベーシック」「SUREワイド」販売開始
2007年  8月 ◇「SUREスマートフィット」販売開始
 ◇「骨髄ドナーサポート特約」導入
2008年11月 ◆ 運転者年齢条件特約の適用範囲を同居のご家族等に変更
 ◆ インターネット割引を最大5,000円に増額
2009年11月 ◆「対物超過修理費用補償特約」販売開始
 ◆「運転者本人限定特約」販売開始
 ◇ 保険料は一生涯固定プランの契約可能年齢上限を
 　70歳に引上げ
2010年11月 ◆ 契約距離区分を5区分から7区分に拡大
 ◆「自動車事故弁護士費用等補償特約」販売開始
2011年  2月 ■ ペーパーレス割引を300円から500円に増額
 ■ 傷害･疾病治療救援費用の保険金額に無制限を追加
2011年  4月 ◇「先進医療費保障特約」導入
 ◇「入院時の手術保障範囲拡大特約」導入

◆は自動車保険、◇はガン重点医療保険、■は海外旅行保険における
改定です。

＊上記は商品改定の年月であり、適用開始年月と異なる場合があります。

取扱商品の広告

火災保険（約款名：住宅火災保険 Type S・地震保険）
ソニー銀行の住宅ローン利用者向けに用意したソニー銀行の窓販専用の長期火災保険です。
建物の基本の補償は、住宅ローンの借入期間に合わせた保険期間で設定しますので、更新の手間が不要です。
また、保険料は全保険期間分を一度に支払う長期一括払いのため、毎年更新する場合に比べ保険料総額が少
なくなります。

その他の取扱商品

＊家財・地震の保険期間は最長で5年です。
　5年経過後は、建物の基本補償の保険期間満了まで更新が可能です。

海外旅行保険（約款名：海外旅行保険 Type S）
渡航前であれば当日21時まで契約申込が可能な、ウェブサイト
（パソコン・携帯電話）で申込手続が完結する海外旅行保険です。
契約証などの郵送を省略するとペーパーレス割引が適用されるほ
か、携行品の損害については時価ではなく再購入価格を基準として
保険金をお支払いするなど、充実した補償を提供しています。

＊海外旅行保険は、ジェイアイ傷害火災保険株式会社との提携商品です。
ご契約者には、現地の「Ji デスク」などを通じて日本語でもさまざまな
サポートを提供します。

住宅ローン専用長期火災保険 
商品パンフレット

2,030円
1,950円

30歳
1,585円
1,595円

20歳
2,755円
2,495円

40歳
3,925円
3,430円

50歳
5,565円
4,750円

60歳
7,940円
6,785円

70歳

満20歳～満70歳

契約可能年齢 性別

男性
女性

契約年齢（満）

保険料は一生上がりません！保障は一生涯続きます。

■入院日額5,000円プラン：
月払保険料表一部抜粋
（保険期間・保険料払込期間：終身）

           ベーシック

●年齢などの条件によって異なります。
詳しくは下の月払保険料表をご覧ください。

［契約可能年齢：満20歳～満70歳］
  入院日額5,000円プランの場合

手頃な保険料でがんに手厚い
終身タイプの医療保険です。

1日につき

円5,000
病気・ケガの入院

がんの入院

【契約可能年齢】満20歳～満70歳1,950円1,950円
月々の
保険料は

■たとえば満30歳女性の場合

なら
がん

2倍

ご注意ください

検索
-919-7880120

■通話料は無料！

ソニー損保

ウェブサイトも、ぜひご覧ください。
■わずか3項目で、あなたの保険料がわかる！
■医療保険の選び方やお客様の声なども公開中！

受付時間9：00～22：00（日曜・休日のみ9：00～18：00）受付コード 0053-1535

　　 携帯電話
なら、こちらから
簡単アクセス！

●健康状態やご職業によっては、お引受けを制限させていただく場合がございます。また、過去にがんにかかったことのある方はお引受
けできません。●保険始期日は、毎月15日を申込書の締切日とし、締切日の翌々月1日となります。また、がんに対する保障（入院、手術、

がん診断〈SUREワイドのみの保障〉、がんを直接の原因とする先進医療による療養に対する保障）は、保険始期日よりその日を含めて91日目から開始します。
（90日以前にがん《上皮内新生物を除く》と診断された場合には保険契約は無効となります。）

必ずご確認ください ●契約年齢は、保険始期日時点での満年齢となります。●この保険には、解約返戻金・満期返戻
金・契約者配当金などはありません。●SURE〈シュア〉（ガン重点医療保険）は、傷害および疾病によ

る入院・手術保障特約付がん保険に各種特約をセットした商品の総称です。●この広告はSURE〈シュア〉の概要を説明し
ています。商品の詳細については重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報など）を必ずお読みください。●お客様にご提
供いただいた情報は、お問合せの商品および弊社の他の商品の案内などに使わせていただくことがあります。お客様に関す
る情報の弊社取扱方針については、弊社ウェブサイト、お客様相談室、重要事項説明書でご案内しております。

この広告の掲載内容は
2011年4月現在のものです。

SZ10-113

まずは資料請求を。 詳しい資料をお送りします。 無料！ ●通信販売だから、お気軽に！ 　資料請求していただいた後に、訪問勧誘すること
はありません。●手続きはとっても簡単！　お申込みの際に医師の診断もいりません。

満70歳までご契約いただけます!

先進医療

まで保障 !

の技術料と同額を通算

万
円1,000

医療保障  がん保障にプラス

【手術の場合】手術の種類に応じて5・10・20万円　［支払回数無制限］※2※1

日帰り入院から保障

日帰り入院から保障

支払日数 無制限!
通算1,095日まで保障
1入院60日まで

※1一部お支払いの対象外となる手術があります。 ※2  手術保険金、がん手術保険金については、手術の種類によっては60日間に1回のお支払いが限度となる場
合があります。入院時手術保険金については、医科診療報酬点数表において手術料が1日につき算定される手術は、1日目に受けた手術のみがお支払いの対象とな
り、また、一連の治療過程に連続して手術を受けられた場合に手術料が1回のみ算定される手術は、いずれか1つの手術のみがお支払いの対象となります。 

1日につき

円10,000

先進医療 がついて
新登場。

保
障

ソニー損保のウェブサイトをご覧下さい。詳しくは

インターネット限定商品
お す す め！ 充実の日本語スタッフサポート 全国すべての動物病院での診療費が対象

プロの目で
選びぬいた

＊ペット保険の引受保険会社はアニコム損害保険株式会社です。 ソニー損保は募集代理店として、保険契約締結の媒介を行います。

保険料って、どのように決まるの？
どんな補償を選べばいいの？
いつ加入すればいいの？

クイッククイック

9:00～22:00
日曜・休日のみ9：00～18：00

受付時間

0053 00009199190120- ご契約条件によってはインターネットではお見積り・お申込みいただけない
場合がございます。詳細は弊社ウェブサイト上の「お取扱範囲」をご覧ください。

ソニー損保検索ワード

新規で
インターネットから

お見積り・お申込みなら、

5,000円
もれなく

割引

パソコンで24時間いつでも自分のペースでお見積り！

現在他社の自動車保険にご加入の方は今すぐこちらから！お見積り無料

0120-919-142

自動車保険の
「わからないこと」
ご相談ください。

受付時間 9：00～22：00
［日曜・休日のみ9：00～18：00］

わずかな時間で見積り完了！
乗換えのご相談もお気軽に。

わかりやすい
パンフレットも
ご用意！

はじめてコール

0053 0000

自動車保険にはじめて
ご加入予定の方はこちらへ！

ご相談
無 料

たとえば

受付コード 受付コード

●この広告はソニー損保の自動車保険（総合自動車保険 TypeＳ）の概要を説明しています。商品の詳細については、重要事
項説明書（契約概要・注意喚起情報など）を必ずお読みください。●本広告の掲載内容は2011年6月現在のものです。●次

の条件の場合、ご契約をお引受けできませんのでご了承ください。｢フリート契約」｢一部の1・8ナンバーのお車」｢営業車」「自動二輪・原付バイク」｢違法改造
車」｢その他特定のご契約条件」●お客様にご提供いただいた情報は、お問合せの商品および弊社の他の商品のご案内などに使わせていただくことがござい
ます。お客様に関する情報の弊社取扱いについては、弊社ウェブサイト、お客様相談室、重要事項説明書でご案内しておりますので、あらかじめご確認ください。 SA10-417

必ずご確認ください

保険へソニー損保の自動車
はじめて「通販型」を選ぶなら！

さらに、ソニー損保なら保険料は「走る分だけ」!
あなたの予想年間走行距離に応じて保険料を算出します。

車の使用は近所での
買い物がほとんど。

週末は家族で
ドライブにでかける。

旅行や帰省にも
車を使う。得 得 得 得 得 得

11,000km7,000km3,000km0km

保険料お得度

万一の事故でもスピーディーな事故対応!
安心してお任せいただけるサービス体制を構築しています。

事故発生
事故受付は年中無休
24時間365日

受付
お客様に対応結果をご報告
即日クイック報告

関係各所に連絡
即日クイック対応

いつでも最新の情報を
確認できる

経過報告

一日でも早い安心のために
スピーディーな
お支払い1事故1担当者制

きめ細やかな事故解決

事故受付当日中に
※2「即日安心365」サービス

ソニー損保オリジナル ※2 365日、0：00～20：00に事故受付が完了した弊社が
示談交渉できる賠償（対人・対物）事故に適用します。 

4大トラブルをはじめ、
さまざまなトラブルに急行！

事故や故障の際のロードサービスも無料付帯!※3

24時間365日、全国約8,000ヵ所のサービス拠点でサポートします。

※3 各サービスは保険契約とは別に弊社の提携会社から提供されます。なお、 サービスのご利用にあたっては所定の条件が
あります。また、作業等の内容によってはお客様に費用負担が発生する場合があります。

バッテリー上がり キー閉込み パンク ガス欠 レッカー移動 宿泊・帰宅費用

●オイル漏れ点検・補充
●各種バルブ取替え 
●冷却水補充  など

あなたのドライブがもっと楽しくなる
サービスが、さらに充実！＜最大 >80 OFF%

ご契約者だけに
うれしい特典！

携帯電話のGPS機能により、
現在地を特定し迅速に対応します。

旅行先など見知らぬ場所でのトラブルに！

国内の宿 映画・エンタメ グルメ 海外ホテル
※ご利用にあたっては、インターネットによる事前の利用申込みが
必要となります。※保険開始日以前でもご利用いただけます。

サービスを何回ご利用        されても、翌年の等級には影響しません。

ソニー損保には
事故解決スペシャリストがいます。

事故直後の初期対応はとにかく早く。
ソニー損保なら、スピーディーかつ
丁寧な対応で、お客様の不安を
翌日に持越しません！

更新ハガキが届いたら、
お得な保険へ乗換えのチャンス！

※1 主に通販型で自動車保険を販売して いる損害保険会社の2009年
度業績の発表より。売上とは元受正味保険 料のことです。

2010年
12月末時点

おかげさまで保有契約件数
123 ！万件突破

※1

ご用意ください。
保険証券 を

等級も、もちろん引継げます。
（一部共済を除く）

〒144-8721 東京都大田区蒲田5-37-1 
アロマスクエア11F

海外旅行保険のウェブサイト画面
（左：パソコン　右：携帯電話）

＊詳しい商品内容は、商品パンフレットやウェブサイトなどで紹介しています。実際にご契約いただく際は、必ず詳細を商品パンフレットや重要事項説明書等で
ご確認ください。

保険のしくみ
取扱商品・サービス体制



商品パンフレットや重要事項説明書などの作成にあたり
商品パンフレットや重要事項説明書が、お客様にとってわかりやすい内容で適切に作成されるよう、説明方法などを定めた「募集資料作成
ガイドライン」を策定し、同ガイドラインに沿った審査を募集資料審査部門が実施しています。

募集管理態勢整備のための取組み

保険約款の「見やすさ」「読みやすさ」「わかりやすさ」向上のための取組み

ご契約内容の確認について
契約内容がお客様の希望される補償内容などに沿っているか、お客様の情報が正しく記載されているかお支払いいただく保険料が適正か
などについて、お客様ご自身にウェブサイトや申込書でご確認いただいてからお申込みいただくようにしています。

■ 保険料のお支払いについて
保険料（分割払いのときは初回保険料）は、ご契約と同時に
お支払いいただく必要があります。保険契約をお申込みに
なって保険期間が始まっても、保険料のお支払い前に生じ
た事故については、保険金はお支払いできません。また、保
険料を分割してお支払いいただく契約においても、2回目以
降の保険料のお支払いが定められた期日までにない場合は
保険金をお支払いできませんのでご注意ください。

■ 保険料の返還について
保険期間中に保険契約の内容に変更が生じたときは、追加
保険料の請求や保険料の返還を行います。また、保険契約
が失効した場合や解除された場合には、保険料を約款の
規定に従ってお返しいたします。ただし、お返しできない場
合もありますので、約款などをご確認ください。

■ 約款とは
目に見えない無形の商品である損害保険契約の内容を、書
面で箇条書きにして目に見えるようにしたものです。損害保
険会社と保険契約者・被保険者双方の権利・義務を定めた
ものであり、その内容は双方を拘束するものです。保険約
款は、基本的な内容を定めた普通保険約款と、個々の契約
によって内容を補足・修正する目的でセットする特約により
構成されます。

〈保険約款では主に以下の内容が規定されています。〉

1. どのような事故が補償の対象となり保険金が支払われるのか
2. どのような事故が補償の対象とならず保険金が支払われないのか
3. お支払いする保険金の内容および保険金額
4. ご契約に際して保険会社からの質問に正しくお答えいただく重要な
事項（告知義務）

5. ご契約後に、どのような契約内容の変更が生じた場合に保険会社に
その事実を連絡しなければならないか（通知義務）

6. どのような場合に保険契約が無効または失効となるか
7. どのような場合に保険契約が解除となるか、また解除の場合、保険
契約者および保険会社はどのような権利・義務を有するか

保険約款を見やすく読みやすくするため、従来から刷り色を2色にしたり、綴じ位置、行間、文字体を変更したりするなどの改善に取組んで
います。また、用語の見直し、特約名称の変更、約款構成の簡素化などを実施することで、わかりやすさの向上にも取組んでいます。

保険法への対応
2010年4月の保険法施行に際し、2010年2月までにすべての保険商品について約款の改定や取扱いの変更を完了し、保険法の要件を満た
しました。
<約款の改定や取扱いの変更年月>
2009年11月：自動車保険･ガン重点医療保険SURE〈シュア〉・火災保険（住宅ローン専用長期火災保険）
2010年 2月：海外旅行保険

約款の表紙
自動車保険（左）　ガン重点医療保険（右）

ソニー損害保険株式会社
この小冊子には、ご契約上大切なことがらが記載されております。
ご一読のうえ保険証券とともに大切に保管してご利用ください。

ソニー損保の自動車保険

～ 総合自動車保険　Type S ～
普通保険約款・特約

2011年2月版

保険約款の構成

総合自動車保険 Type S は普通保険約款と特約により構成されています。

普
通
保
険
約
款

●相手方への賠償
賠償責任条項

対人賠償
対物賠償

●ご自身・ご家族・搭乗中の方への補償
自損事故条項
無保険車傷害条項
搭乗者傷害条項
人身傷害条項

●お車への補償
車両条項

●保険契約の成立や事故時の対応など
基本条項

特
約

ご契約内容により自動セットされる特約
とオプションとして追加できる特約があ
ります。

保険約款の特徴

用語の定義
わかりづらい用語や、難解な用語を普通保険約款の各条項・特約の第１
条（用語の定義）でご説明しています。
約款文中に のある用語は、用語の定義で説明されています。
※第１条（用語の定義）は50音順で記載されています。

例
第２条（保険金を支払う場合－対人賠償）
（１）当会社は、対人事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に
対して、この賠償責任条項および基本条項に従い、保険金を支払います。

（２）当会社は、１回の対人事故による（１）の損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額（注）
を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
（注）被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払わ
れる金額に相当する金額をいいます。

第３条（保険金を支払う場合－対物賠償）
当会社は、対物事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対

して、この賠償責任条項および基本条項に従い、保険金を支払います。

保険約款の構成
この保険は、がん保険普通保険約款と特約により構成されています。

●第１章 用語の定義条項

●第２章 保障条項

●第３章 保険料払込免除条項

●第４章 基本条項

特
約
ご契約内容により自動セットされる
特約があります。

が
ん
保
険
普
通
保
険
約
款

保険約款の特徴

普通保険約款・特約
傷害および疾病による

入院・手術保障特約付がん保険

2011年7月版

ソニー損害保険株式会社

用語の定義
わかりづらい用語や、難解な用語を各約款の第１条（用語の定義）でご説明しています。
※第１条（用語の定義）は50音順で記載されています。

この小冊子には、ご契約上大切なことがらが記載されております。
ご一読のうえ保険証券とともに大切に保管してご利用ください。

■ 代理店による販売
カード会社や通販事業者、インターネットの比較サイト、銀行など、ダイレクト保険会社としてのメリットを活かした販売経路が
構築できる企業と損害保険代理店委託契約を結び、それぞれの企業が当社代理店としてソニー損保の保険商品を販売して
います。

■代理店登録について
代理店は損害保険会社と代理店委託契約を結び、保険募集を行う
ことができます。なお、代理店は、保険業法に従い所定の手続きを経
て代理店登録を行う必要があります。

■ソニー損保の損害保険代理店教育について
保険募集に関する法令等の遵守や商品内容・契約に関する知識の
習得など、代理店（募集人）の保険募集能力の向上を図るため、
eラーニングなどを活用した代理店研修を実施し、消費者保護や
お客様満足の向上に努めています。

■ ソニーフィナンシャルホールディングスグループ各社による販売
■ソニー生命保険株式会社（ソニー生命）
ソニー生命と募集に関する業務
委託契約を締結しており、ソニー
生命のライフプランナー（営業社
員）がソニー損保の自動車保険
を販売しています。

■ソニー銀行株式会社（ソニー銀行）

ソニー銀行の住宅ローン利
用者向けの長期火災保険を
販売しています。

ソニー生命の
ライフプランナーによる販売

「保険セレクション」コーナーで、次の2つの他社の保険商品をソニー損保が代理
店となって販売しています。

・アニコム損害保険株式会社のペット保険 　「どうぶつ健保　ふぁみりぃ」
・セコム損害保険株式会社のガン保険 　「自由診療保険　メディコム」

ソニー損保が代理店となって販売している商品

＊アニコム損害保険株式会社・セコム損害保険株式会社と、募集業務の代理および事務の代行に関する
契約を締結しています。

■ ご契約のお申込みの際にご注意いただきたいこと
保険契約は保険会社とお客様との約束ごとですから、お申
込みの際は、契約申込書やウェブサイトの記載内容を十分
ご確認いただいたうえでご契約ください。なお、お申込み
の際にお客様によく理解していただく必要のある、商品・
サービス・約款の内容などについては、商品パンフレットや
重要事項説明書などに概略を記載していますので、必ずご
確認ください。また、これらの書類では保険料を低減できる
各条件をお客様に漏れなく申告していただけるよう、割引
となる条件についてもご案内しています。
ご契約のお申込後、保険証券が届きましたら、保険証券に
同封してある普通保険約款・特約条項、サービスガイドも
ご確認ください。 自動車保険の

重要事項説明書（左）とサービスガイド（右）

重要事項説明書 

契約概要のご説明 Ⅰ P.1

注意喚起情報のご説明 Ⅱ P.3

その他のご注意点のご説明 Ⅲ P.6

保険契約の概要を知っていただくためのものです。 
損害保険業界統一のガイドラインに基づき、基本的な事項を説明しています。 

お客様の不利益になることなど、特にご注意が必要な事項を 
損害保険業界統一のガイドラインに基づき説明しています。 

上記 Ⅰ・Ⅱ の他に、ご注意いただきたいことを説明しています。 

主に以下のような内容が記載されています。 

●保険金のお支払いに関連する事項で、それによって保険金をお支払いできない場合があること 
●走行距離リスク細分など弊社独自のもの、業界標準や通例と異なること 

●お客様の期待と異なるかもしれないこと 

●保険料適用基準（割引制度）など、お支払いいただく保険料の額に関すること 
●補償内容とお支払いできる保険金の一覧 
●許認可事業として適切な業務を行うために、お客様にも知っていただきたいこと 
●法令等の要請により説明の必要のあること 

契約後クルマを買替えたが、保険会社に連絡しなかった。 
そのまま事故にあったが、保険金が支払われなかった。 

●弊社がお引受けできないご契約（ご契約時の注意点） 
●契約距離区分の変更（ご契約後の注意点） 
 

用語の解説 

用 語  

記名被保険者 

補償の対象となる方 

補償の対象となるお車 

配偶者 

未婚 

前契約 

継続契約 

ご 説 明  

約款に定められた被保険者のことをいいます。 

約款に定められた被保険自動車をいいます。 

婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情（内縁関係）にある方を含みます。 

これまでに婚姻歴がないことをいいます。 

この重要事項説明書で使用している用語をご説明いたします。 

契約内容を正しくご理解いただくために、重要事項説明書をご確認ください。  
契約内容について誤解があるままにご加入いただきますと、 事故のときに保険がお役に立てなかったり、  
ご不満を感じたりしてしまうことがあるかもしれません。  
そのようなことが無いように、必ずこの説明書のご確認をお願いいたします。  
なお、ご契約者と補償の対象となる方が異なる場合には、 
補償の対象となる方にもこの説明書の内容をご説明くださるようお願いいたします。 

たとえば… 

ご家族 記名被保険者の配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚の子をいいます。 

保険証券（継続証を含みます。）に記載の被保険者（補償の対象となるお車を主に使用される方）をいいます。 

申込書等 保険契約申込書や、ご継続に関する書類のほか、弊社の定めるウェブサイトからお申込みいただく場合は、「申
込画面」をいいます。 

契約者 ご契約の当事者として、保険契約の締結や保険料のお支払いなど、保険契約上の権利・義務を有する方をいいます。 

新たな保険契約の保険期間の初日から過去１３ヵ月以内に保険責任を有し、記名被保険者および補償の対象と
なるお車を同一（「Ⅲ その他のご注意点のご説明」に記載の記名被保険者の変更およびお車の入替等を含みま
す。）とする保険契約をいいます。ただし、すでに他の自動車保険等の前契約となっている保険契約を除きます。 

前契約が弊社にあり、かつ、前契約の満期日から7日以内を保険期間の初日として、弊社で継続された保険
契約をいいます。 

○お客様の期待と異な
ることで、よくご照会
いただく事項に、　
　　　の色を付けて
表示しております。 

読み方ガイド 

○この重要事項説明書
では、特に重要な用
語については青字で
表示しております。 
　下記　　　　　　 を 
　ご参考にお読みくだ
さい。 

用語の解説 

読み方ガイド参照 

201102

シマッタ!の例 

ソニー銀行のサービスサイト

保険セレクション トップページ

取扱商品・サービス体制
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商品パンフレットや重要事項説明書などの作成にあたり
商品パンフレットや重要事項説明書が、お客様にとってわかりやすい内容で適切に作成されるよう、説明方法などを定めた「募集資料作成
ガイドライン」を策定し、同ガイドラインに沿った審査を募集資料審査部門が実施しています。

募集管理態勢整備のための取組み

保険約款の「見やすさ」「読みやすさ」「わかりやすさ」向上のための取組み

ご契約内容の確認について
契約内容がお客様の希望される補償内容などに沿っているか、お客様の情報が正しく記載されているかお支払いいただく保険料が適正か
などについて、お客様ご自身にウェブサイトや申込書でご確認いただいてからお申込みいただくようにしています。

■ 保険料のお支払いについて
保険料（分割払いのときは初回保険料）は、ご契約と同時に
お支払いいただく必要があります。保険契約をお申込みに
なって保険期間が始まっても、保険料のお支払い前に生じ
た事故については、保険金はお支払いできません。また、保
険料を分割してお支払いいただく契約においても、2回目以
降の保険料のお支払いが定められた期日までにない場合は
保険金をお支払いできませんのでご注意ください。

■ 保険料の返還について
保険期間中に保険契約の内容に変更が生じたときは、追加
保険料の請求や保険料の返還を行います。また、保険契約
が失効した場合や解除された場合には、保険料を約款の
規定に従ってお返しいたします。ただし、お返しできない場
合もありますので、約款などをご確認ください。

■ 約款とは
目に見えない無形の商品である損害保険契約の内容を、書
面で箇条書きにして目に見えるようにしたものです。損害保
険会社と保険契約者・被保険者双方の権利・義務を定めた
ものであり、その内容は双方を拘束するものです。保険約
款は、基本的な内容を定めた普通保険約款と、個々の契約
によって内容を補足・修正する目的でセットする特約により
構成されます。

〈保険約款では主に以下の内容が規定されています。〉

1. どのような事故が補償の対象となり保険金が支払われるのか
2. どのような事故が補償の対象とならず保険金が支払われないのか
3. お支払いする保険金の内容および保険金額
4. ご契約に際して保険会社からの質問に正しくお答えいただく重要な
事項（告知義務）

5. ご契約後に、どのような契約内容の変更が生じた場合に保険会社に
その事実を連絡しなければならないか（通知義務）

6. どのような場合に保険契約が無効または失効となるか
7. どのような場合に保険契約が解除となるか、また解除の場合、保険
契約者および保険会社はどのような権利・義務を有するか

保険約款を見やすく読みやすくするため、従来から刷り色を2色にしたり、綴じ位置、行間、文字体を変更したりするなどの改善に取組んで
います。また、用語の見直し、特約名称の変更、約款構成の簡素化などを実施することで、わかりやすさの向上にも取組んでいます。

保険法への対応
2010年4月の保険法施行に際し、2010年2月までにすべての保険商品について約款の改定や取扱いの変更を完了し、保険法の要件を満た
しました。
<約款の改定や取扱いの変更年月>
2009年11月：自動車保険･ガン重点医療保険SURE〈シュア〉・火災保険（住宅ローン専用長期火災保険）
2010年 2月：海外旅行保険

約款の表紙
自動車保険（左）　ガン重点医療保険（右）

ソニー損害保険株式会社
この小冊子には、ご契約上大切なことがらが記載されております。
ご一読のうえ保険証券とともに大切に保管してご利用ください。

ソニー損保の自動車保険

～ 総合自動車保険　Type S ～
普通保険約款・特約

2011年2月版

保険約款の構成

総合自動車保険 Type S は普通保険約款と特約により構成されています。

普
通
保
険
約
款

●相手方への賠償
賠償責任条項

対人賠償
対物賠償

●ご自身・ご家族・搭乗中の方への補償
自損事故条項
無保険車傷害条項
搭乗者傷害条項
人身傷害条項

●お車への補償
車両条項

●保険契約の成立や事故時の対応など
基本条項

特
約

ご契約内容により自動セットされる特約
とオプションとして追加できる特約があ
ります。

保険約款の特徴

用語の定義
わかりづらい用語や、難解な用語を普通保険約款の各条項・特約の第１
条（用語の定義）でご説明しています。
約款文中に のある用語は、用語の定義で説明されています。
※第１条（用語の定義）は50音順で記載されています。

例
第２条（保険金を支払う場合－対人賠償）
（１）当会社は、対人事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に
対して、この賠償責任条項および基本条項に従い、保険金を支払います。

（２）当会社は、１回の対人事故による（１）の損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額（注）
を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
（注）被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払わ
れる金額に相当する金額をいいます。

第３条（保険金を支払う場合－対物賠償）
当会社は、対物事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対

して、この賠償責任条項および基本条項に従い、保険金を支払います。

保険約款の構成
この保険は、がん保険普通保険約款と特約により構成されています。

●第１章 用語の定義条項

●第２章 保障条項

●第３章 保険料払込免除条項

●第４章 基本条項

特
約
ご契約内容により自動セットされる
特約があります。

が
ん
保
険
普
通
保
険
約
款

保険約款の特徴

普通保険約款・特約
傷害および疾病による

入院・手術保障特約付がん保険
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ソニー損害保険株式会社

用語の定義
わかりづらい用語や、難解な用語を各約款の第１条（用語の定義）でご説明しています。
※第１条（用語の定義）は50音順で記載されています。

この小冊子には、ご契約上大切なことがらが記載されております。
ご一読のうえ保険証券とともに大切に保管してご利用ください。

■ 代理店による販売
カード会社や通販事業者、インターネットの比較サイト、銀行など、ダイレクト保険会社としてのメリットを活かした販売経路が
構築できる企業と損害保険代理店委託契約を結び、それぞれの企業が当社代理店としてソニー損保の保険商品を販売して
います。

■代理店登録について
代理店は損害保険会社と代理店委託契約を結び、保険募集を行う
ことができます。なお、代理店は、保険業法に従い所定の手続きを経
て代理店登録を行う必要があります。

■ソニー損保の損害保険代理店教育について
保険募集に関する法令等の遵守や商品内容・契約に関する知識の
習得など、代理店（募集人）の保険募集能力の向上を図るため、
eラーニングなどを活用した代理店研修を実施し、消費者保護や
お客様満足の向上に努めています。

■ ソニーフィナンシャルホールディングスグループ各社による販売
■ソニー生命保険株式会社（ソニー生命）
ソニー生命と募集に関する業務
委託契約を締結しており、ソニー
生命のライフプランナー（営業社
員）がソニー損保の自動車保険
を販売しています。

■ソニー銀行株式会社（ソニー銀行）

ソニー銀行の住宅ローン利
用者向けの長期火災保険を
販売しています。

ソニー生命の
ライフプランナーによる販売

「保険セレクション」コーナーで、次の2つの他社の保険商品をソニー損保が代理
店となって販売しています。

・アニコム損害保険株式会社のペット保険 　「どうぶつ健保　ふぁみりぃ」
・セコム損害保険株式会社のガン保険 　「自由診療保険　メディコム」

ソニー損保が代理店となって販売している商品

＊アニコム損害保険株式会社・セコム損害保険株式会社と、募集業務の代理および事務の代行に関する
契約を締結しています。

■ ご契約のお申込みの際にご注意いただきたいこと
保険契約は保険会社とお客様との約束ごとですから、お申
込みの際は、契約申込書やウェブサイトの記載内容を十分
ご確認いただいたうえでご契約ください。なお、お申込み
の際にお客様によく理解していただく必要のある、商品・
サービス・約款の内容などについては、商品パンフレットや
重要事項説明書などに概略を記載していますので、必ずご
確認ください。また、これらの書類では保険料を低減できる
各条件をお客様に漏れなく申告していただけるよう、割引
となる条件についてもご案内しています。
ご契約のお申込後、保険証券が届きましたら、保険証券に
同封してある普通保険約款・特約条項、サービスガイドも
ご確認ください。 自動車保険の

重要事項説明書（左）とサービスガイド（右）

重要事項説明書 

契約概要のご説明 Ⅰ P.1

注意喚起情報のご説明 Ⅱ P.3

その他のご注意点のご説明 Ⅲ P.6

保険契約の概要を知っていただくためのものです。 
損害保険業界統一のガイドラインに基づき、基本的な事項を説明しています。 

お客様の不利益になることなど、特にご注意が必要な事項を 
損害保険業界統一のガイドラインに基づき説明しています。 

上記 Ⅰ・Ⅱ の他に、ご注意いただきたいことを説明しています。 

主に以下のような内容が記載されています。 

●保険金のお支払いに関連する事項で、それによって保険金をお支払いできない場合があること 
●走行距離リスク細分など弊社独自のもの、業界標準や通例と異なること 

●お客様の期待と異なるかもしれないこと 

●保険料適用基準（割引制度）など、お支払いいただく保険料の額に関すること 
●補償内容とお支払いできる保険金の一覧 
●許認可事業として適切な業務を行うために、お客様にも知っていただきたいこと 
●法令等の要請により説明の必要のあること 

契約後クルマを買替えたが、保険会社に連絡しなかった。 
そのまま事故にあったが、保険金が支払われなかった。 

●弊社がお引受けできないご契約（ご契約時の注意点） 
●契約距離区分の変更（ご契約後の注意点） 
 

用語の解説 

用 語  

記名被保険者 

補償の対象となる方 

補償の対象となるお車 

配偶者 

未婚 

前契約 

継続契約 

ご 説 明  

約款に定められた被保険者のことをいいます。 

約款に定められた被保険自動車をいいます。 

婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情（内縁関係）にある方を含みます。 

これまでに婚姻歴がないことをいいます。 

この重要事項説明書で使用している用語をご説明いたします。 

契約内容を正しくご理解いただくために、重要事項説明書をご確認ください。  
契約内容について誤解があるままにご加入いただきますと、 事故のときに保険がお役に立てなかったり、  
ご不満を感じたりしてしまうことがあるかもしれません。  
そのようなことが無いように、必ずこの説明書のご確認をお願いいたします。  
なお、ご契約者と補償の対象となる方が異なる場合には、 
補償の対象となる方にもこの説明書の内容をご説明くださるようお願いいたします。 

たとえば… 

ご家族 記名被保険者の配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚の子をいいます。 

保険証券（継続証を含みます。）に記載の被保険者（補償の対象となるお車を主に使用される方）をいいます。 

申込書等 保険契約申込書や、ご継続に関する書類のほか、弊社の定めるウェブサイトからお申込みいただく場合は、「申
込画面」をいいます。 

契約者 ご契約の当事者として、保険契約の締結や保険料のお支払いなど、保険契約上の権利・義務を有する方をいいます。 

新たな保険契約の保険期間の初日から過去１３ヵ月以内に保険責任を有し、記名被保険者および補償の対象と
なるお車を同一（「Ⅲ その他のご注意点のご説明」に記載の記名被保険者の変更およびお車の入替等を含みま
す。）とする保険契約をいいます。ただし、すでに他の自動車保険等の前契約となっている保険契約を除きます。 

前契約が弊社にあり、かつ、前契約の満期日から7日以内を保険期間の初日として、弊社で継続された保険
契約をいいます。 

○お客様の期待と異な
ることで、よくご照会
いただく事項に、　
　　　の色を付けて
表示しております。 

読み方ガイド 

○この重要事項説明書
では、特に重要な用
語については青字で
表示しております。 
　下記　　　　　　 を 
　ご参考にお読みくだ
さい。 

用語の解説 

読み方ガイド参照 
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シマッタ!の例 

ソニー銀行のサービスサイト

保険セレクション トップページ

取扱商品・サービス体制
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